
香港、IRDがHKICPAとの年次総会の議事録 1を通じて国外源泉所得非課税制度（FSIE税制）
に関するさまざまな税務上の取扱いを説明

- （i）投資家が（a）被投資会社の清算、（b）被投資会社による株式の消却に伴う資本減少、（c）被投資会社に
よる株式償還、および（d）被投資会社による消却目的の株式の買い戻しに伴う資本減少から得られた利益
は、一般的にFSIE税制で定義されている「株式持分譲渡益」には該当しない。

- （ii）FSIE税制の下で特定国外源泉所得（以下、「SFSI」）が香港で行われる取引、サービスまたは事業の目
的で海外不動産の購入の原資にされた場合、当該SFSIは「香港にて受領」したものと見なされる。ただし、

香港で投資持株事業を行う企業が、海外の被投資会社の発行する株式を引き受ける形で資本の払込を行
う場合は例外となる。

- （iii）SFSIが香港で行われている取引、サービスまたは事業の目的以外で海外不動産の購入の原資にされ
た場合、当該SFSIは「香港にて受領」したものには見なされない。ただし、SFSIの免除要件が満たされず、
取得した財産が海外動産である場合は、その海外動産となったSFSIを追跡する必要がある。

- （iv）SFSIを原資に海外法人の株式または知的財産（以下、「IP」）を購入した場合、当該海外動産がいつ

「香港に持ち込まれた」と見なされるのかは、各ケースの具体的な事実に基づいて判断される複雑な問題で
ある。IRDは、このような事例について事前裁定申請を行うことを推奨している。いずれにせよ、海外企業の
株券が香港に物理的に存在するだけでは、株式が「香港に持ち込まれた」と見なされるものではない。

内国歳入局（以下、「IRD」）が上記の問題に関して表明した見解は、香港公認会計士協会（以下「HKICPA」）が
提起した質問で提示された特定の事実に基づいて、IRDが内国歳入法（以下、「IRO」）の諸条項をどのように解
釈するかを示したものにすぎません。

こうした見解は、これらの規定が一般的にどのように解釈されるかについて、一定のガイダンスになりますが、他
の特定の事実関係へ規定を適用する場合、解釈が異なる可能性があります。

規定がどのように適用されるかについて質問がございましたら、ご担当の税務専門家にご相談ください。
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1 2024年度年次総会の議事録は、以下のリンクからアクセスできます。
https://www.hkicpa.org.hk/-/media/Document/APD/TF/Tax-bulletin/035_May-2025.pdf

https://www.hkicpa.org.hk/-/media/Document/APD/TF/Tax-bulletin/035_May-2025.pdf


Hong Kong Tax Alert 2

FSIE税制の下で「株式持分譲渡益」に該当しないもの

FSIE税制の下では、香港で事業を行う企業が得られた国外源泉の「株式持分譲渡益」は、（i）経済的実体要件、または（ii）資本

参加要件のいずれかの免税条件を満たさない限り、香港で受領した時点で香港の課税対象となります。

IROのセクション15Hでは、「株式持分譲渡益」という用語は、「企業の持分（パートナーシップ持分を除く）の売却から生じる利益

または収益」と定義されています。「売却」とは、あらゆる財産に関連して、対価を伴う財産の移転（財産の消滅による移転を除

く）を意味すると定義されています。「財産」とは、「動産または不動産」を指します。

上記の定義に基づき、IRDは、投資家が（a）被投資会社の清算、（b）被投資会社による株式の消却に伴う資本減少、（c）被投資

会社による株式の償還から得られた利益は、一般的に、FSIE税制で定義されている「株式持分譲渡益」には該当しないと考えて

います。

IRDは、上記の（a）について、一般的に被投資会社の清算が開始されると、当該被投資会社の株式譲渡は、会社（清算および

雑則）法（香港法第32章）の下で無効となると説明しました。そのため、被投資会社の清算は、投資会社の株式移転が伴わない

ため、「売却」の定義には該当しません。したがって、このような状況下で投資家への分配から生じる利益は、「株式持分譲渡益」

とは見なされません。ただし、実際に株式の移転が行われ、かつ当該株式が消滅しなかった場合、当該譲渡から生じる利益は、

FSIE税制上「株式持分譲渡益」に該当することになります。

上記の（b）および（c）については、単に株式の消滅を伴うものであり、「売却」の定義には該当せず、これらの取引から生じる利

益は、「株式持分譲渡益」には該当しません。

被投資会社の自己株式の取得に伴う資本減少について、IRDは、自己株式の取得は、投資会社の株式を被投資会社に売却し

て対価を得る取引であると指摘しました。この取引は、財産（すなわち、被投資会社の株式）の移転を伴うものであり、セクション

15Hの下での「売却」の意味に該当します。そこから生じた利益は「株式持分譲渡益」となります。ただし、こうして取得した株式

が、当該被投資会社が設立された国・地域、またはその株式が上場された国・地域の法定要件により消却されたものと見なされ

る場合（すなわち、財産の消滅によって移転が完了する場合）には、IRDは、そのような取引は上記（b）の取引と同様の税務上

の取扱いとなることを認めます。

FSIE税制の下で「香港にて受領した」の定義について

IROのセクション15H（5）において、「香港にて受領した」の定義は以下のようになっています。

(a) 香港に送金されたり、持ち込まれた所得額

(b) 香港での取引、サービスまたは事業に関連して生じた負債の履行の原資となる所得額、または

(c) 香港に持ち込まれる動産の購入の原資となる所得額

セクション15H（5）（b）に基づく負債の履行に該当するものについて

IRDは、そのウェブサイトに掲載している設例72において、SFSIを香港で行う事業のための目的で海外不動産購入の原資とす

ることは、SFSIを「香港にて受領した」ことになると述べています。しかし、事前裁定事例第72号では、香港にて投資持株事業を

行っていた会社が、その海外子会社の追加出資においてSFSIを原資とすることは、これに該当しないとされています。HKICPA
はIRDに対し、これら2つの事例における解釈の整合性について説明を求めました。

IRDは、セクション15H（5）（b）の規定により、SFSIが香港で行う取引、サービスまたは事業に関して生じた負債の履行の原資に

された場合、「香港にて受領した」ものと見なされると回答しました。一般に、負債の履行とは、支払われるべき金額の返済また

は支払義務の履行を意味します。不動産購入の費用決済は、支払義務を履行するために行われたものであるため、負債の履

行と見なされます。一方で、新株引受による子会社への資本注入行為は、債務の返済や支払義務の履行を目的としたものでは

ないため、SFSIが「香港にて受領した」ものとは見なされません。

2 FSIE税制に関する設例は以下のリンクからアクセスできます。
https://www.ird.gov.hk/eng/tax/fsie_example.htm

https://www.ird.gov.hk/eng/tax/fsie_example.htm
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IRDは、香港の投資持株会社がSFSIを使用して被投資会社の株式を購入する場合、その購入先が被投資会社（発行会社）で

はなく他の株主である場合、設例7の不動産購入に類似すると考えられ、セクション15H（5）（b）に該当することになります。

納税者は、IRDが「負債の履行」という用語を柔軟に解釈し、被投資会社の株式引受を投資家の「支払義務」の履行とは見なさ

ないという姿勢を評価すると考えられます。一方で、考え方によっては、投資家は引受契約に基づいて発行会社に対して実際に

「支払義務」を負っているという見方もあり得ます。

株式およびIPが関係する場合、セクション15H（5）（c）に基づく「香港に持ち込まれる」動産になるか

IRDは、IROには「動産」の定義がないことを述べましたが、解釈・総則法（香港法第1章）セクション3では、「動産」とは、不動産

を除くあらゆる種類の財産を意味すると定義されています。「不動産」とは、土地、土地に対する財産権、権利、利益または地役

権、土地に付属するもの、土地に付属するものに恒久的に固定されるものと定義されています。

この定義に基づくと、被投資会社の株式持分は動産と見なされる可能性があります。SFSIが上記のセクション15H（5）（b）に該

当しない被投資会社の株式持分（すなわち動産）の購入の原資とされた場合、その動産の所在地または将来の売却収入を追跡

することが要請されます。この追跡は、上記のセクション15H（5）（c）に基づき、SFSIが「香港に持ち込まれた」ことにより「香港に

て受領した」ものと見なされるかどうかを判断するために必要です。

動産が「香港に持ち込まれた」と見なされるかどうかは、資産の性質と形態を考慮し、各ケースの事実と状況によって判断されま

す。一般に、被投資会社の株式や持分の保有は、被投資会社の資産、利益、および剰余金に対する所有権と権利を表します。

SFSIが香港と関連性のない被投資会社の株式を取得するために使用された場合（例えば、被投資会社が海外で登録・上場さ

れ、香港で事業や資産を持たない場合）、IRDはその株式を「香港に持ち込まれた」とは見なさず、海外に所在するものとして扱

います。

IRDは、株券が香港に物理的に存在するだけでは「香港に持ち込まれた」と見なすには不十分としました。しかし、その後当該株

式が譲渡され、そこから得られた収益が香港に送金された場合、当該SFSIは「香港にて受領した」ものと見なされます。

IPに関しては、そのIPが登録または保護されている国・地域、およびその管理・使用によって所有者に経済的利益をもたらして

いる国・地域に関係する可能性があります。例えば、IRDは、海外で登録されたIPが後に香港で登録された場合、そのIPは香港

での登録が行われた年度に「香港に持ち込まれた」と見なされる可能性があると示しています。

さらに、IRDはIPにはさまざまな種類があり、各種IPの登録・保護・使用に関する法定要件が異なる可能性があることから、IPが
いつ「香港に持ち込まれた」のかについて画一的なルールを設けることは不可能であると説明しました。各ケースはそれぞれの

事実に基づいて判断する必要があります。IRDはまた、海外で登録されたIPが対価の有無にかかわらず、香港の個人または法

人へのライセンス供与されるといった複雑なシナリオに直面した場合、納税者からの事前裁定の申請を推奨しています。

追跡要件 – SFSIが海外動産の購入に利用された場合

（i）SFSIを受領した時点で香港で課税される可能性があり、かつ、（ii）関係する海外動産の購入が上述のセクション15H（5）（b）
に該当しない場合、その海外動産の所在地またはその将来の売却収入を追跡する必要があります。

追跡要件は、SFSIが（i）上記のセクション15H（5）の3つの条項のいずれかに基づいて「香港にて受領した」ものと見なされ、そ

れに応じて課税される時点、または（ii）SFSIが「香港にて受領した」と見なされず、納税者によって譲渡されたと見なされる時点

（例えば、SFSIが納税者の配当金の支払いに使用された場合）までとなります。

上記の条件（ii）の場合、SFSIが「香港にて受領」された時点を基準に課税されることから、その追跡には期限がないことになりま

す。つまり、納税者は、SFSIを「香港にて受領した」時点で、課税対象となることを申告することが必要です。例えば、1年目に発

生したSFSIが20年目に受領されたとしても、納税者は20年目にそのSFSIに関して課税義務を負うことになります。通常の6年
間の時効制限は、その20年目から起算されることになります。
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